
 

  
 

寄付金等取扱規程細則 
 
 
 
（目 的）  
第１条 この規程細則は、公益社団法人日本ペストコントロール協会（以下｢この法人」という）

が定める寄付金等取扱規程（以下｢本規程」という）に関し、運用上必要な内容を定めるものと

する。 
 
（顕彰等）  
第２条 規程第９条に定める顕彰については、以下①から③各号に定めるところによる。 
２ 顕彰は、本人が辞退した場合および匿名の場合を除き原則として実施する。 
３ 機関誌や芳名録等への掲載は、寄付申込書に記載された名前、または匿名とする。 
 
①機関誌の送付（ご芳名と寄付報告の掲載号） 

 ②ＷＥＢ芳名簿掲載（ご芳名と寄付累計による称号の掲載） 
 ③感謝状の贈呈（功労貢献員以上は額有り） 
 
  
＜顕彰内容と累計寄付金額＞ 

No. 10 万円 
未満 

10 万円 
以上 

50 万円 
以上 

100 万円 
以上 

300 万円 
以上 

顕彰名称 
（称号） 

サポーター 貢献員 功労 
貢献員 

特別 
貢献員 

栄誉 
貢献員 

① ○ ○ ○ ○ ○ 

② 
掲載期間 

○ 
1 年掲載 

○ 
永年掲載

○ 
永年掲載 

○ 
永年掲載 

○ 
永年掲載 

③  
 

○ 
 

○ 
功労感謝状

○ 
特別感謝状

○ 
栄誉感謝状 

※ 一度に複数区分の顕彰は贈呈しない。 
 
 
（改 廃）  
第３条 この規程細則の改廃は、理事会の議決を経て行う。  
 
 
附 則 
１ この規程細則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。（平成 28 年 3 月 8 日理事会議決） 
  


